７福基課６１０４－２号
令和８年３月３１日
市内指定障害児通所支援事業者等　代表者　様

相模原市長　本村　賢太郎
（公印省略）
　
令和８年度児童福祉法に基づく障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する
届出書等の提出について（通知）

日頃から本市の障害福祉施策の推進につきまして、御理解、御協力を賜り深く感謝いたします。
さて、児童福祉法に基づく給付費の算定にあたっては、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成２４年３月１４日厚生労働省告示第１２２号）及び、児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成２４年３月１４日厚生労働省告示第１２３号）の規定により、加算の算定区分や算定するサービス費等を届け出ることになっています。
　このため、令和８年度の各加算等の算定状況を提出するようお願いいたします。

１　提出対象事業所・施設
（１）児童発達支援事業所（居宅訪問型、センター含む）
（２）放課後等デイサービス事業所
（３）保育所等訪問支援事業所
（４）障害児入所施設
　　※体制届内の【サービス種類別提出書類一覧】に◎（必須）がついている書類は全ての事業所・施設で提出が必要です。▲（該当する場合提出）は前年度から加算の算定要件に変更がある場合（新たに加算を算定する場合も含む）に提出してください。

２　提出期間
（１）令和８年４月、５月適用分：令和８年４月１日（水）～１５日（水）２３時５９分まで
　　※厳守
（２）年度途中の適用：運用月の前月１５日〆切
※ＬｏＧｏフォームにて申請を行ってください。郵送、ＦＡＸ、メールでは受け付けません。
　
３　留意事項
別紙「体制届提出に当たっての留意事項」を必ず確認してください。

４　様式の掲載場所
「障害福祉情報サービスかながわ」の【書式ライブラリ】→【４．相模原市からのお知らせ】→【８．体制届】
https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-2.html?topid=13

５　提出先・方法
以下のＵＲＬより「ＬｏＧｏフォーム」にアクセスし、様式第１号の内容を入力の上、電子申請を行っていただきます。
（様式第１号以外の提出書類については、令和７年度と同様にデータをアップロード）

【ＵＲＬ】https://logoform.jp/form/oWjU/1490712

６　体制届に関する質問等
（１）不明な点等がある場合は、「障害福祉情報サービスかながわ」に掲載の「体制届に係るＱ＆Ａ」をご覧ください。お問合せが多い内容について随時掲載予定です。
（２）多くの質問に対応するため、原則、電子メールでの受付とします。「障害福祉情報サービスかながわ」に掲載の「質問メールの送り方」をご確認下さい。
（３）電話による問合せ先
相模原市健康福祉局地域包括ケア推進部　福祉基盤課 障害指定・指導班
電話：042-769-1394

以　上　　　

健康福祉局地域包括ケア推進部
福祉基盤課　障害指定・指導班
